
学費の公私間格差是正、『私学も無償に』、就学支援金制度の維持・拡充、 
 

 
 

 

 

就学支援金の国制度拡充の具体額が提示され、各都道府県で県当局への大詰めの要請・行動が計画されている処、本日1月10日の読売新聞で、2020

年度からの東京都の拡充案が報道されました。3人以上の多子世帯に対し、公私問わず高校生1人あたり年6万円助成の制度新設という事です。所得

制限突破の大きなニュースです。 

 

 

 

  記事によると、昨年末に発表さ

れた「授業料実質無償化」の対象

を年収 910 万円未満世帯までに

拡大するという拡充に加え、新制

度として「年収の上限を設けずに

高校生を含む3人以上の子どもを

そだてる世帯に、公私問わず高校

生1人につき約6万円」の助成を

する制度を新設すると報じていま

す。6 万円は公立高校年間授業量

総額の半額に相当します。 

  これが実現すると、多子世帯と

いう限定は付きますが、「所得制

限」を取り払うことになります。

「私学の無償化」「教育の無償化」

に向けた大きな前進といえます。 
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